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（様式第１号） 

障害者雇用相談援助事業の実施計画 

              

１．事業内容 

(1)障害者雇用相談

援助事業として

実施する内容（※

１） 

当社では障害者の「雇用創出」と「障害児教育」に関するサービ

スを提供しており、障害者の「自立」に向けた支援を行っておりま

す。障害者雇用相談援助事業の実施にあたっては、「障害の有無に

かかわらず、誰でも活躍できる社会づくり」に向けて、障害者が定

着し、戦力化できる仕組みづくりの支援を行います。具体的には、

次のとおりです。 

①支援開始前：利用企業の障害者雇用の状況を聞き取り、担当者と

「目指す姿」と「ゴール」を決めた上で、それに向けた課題の大ま

かな特定と支援計画の策定を行います。 

②障害者雇用の方針決定：企業の経営陣に対して障害者雇用に関し

企業に求められる責任等について理解を求めるとともに、経営計画

と絡めた障害者雇用の社内の位置づけを明確化するため、経営陣と

意識合わせを行います。障害者雇用の目的と方針を決め、社内への

周知を行います。 

③社内での推進体制づくり：担当者を明確にするとともに、人事・

採用担当者だけが取り組むのではなく、会社全体で取り組むため、

経営層から指示を出してもらい、全社的な実施体制を構築します。 

④業務の創出：各部署へのヒアリング、業務アンケートを行った上

で、業務の創出と実施フローの見直しを行います。 

⑤社内理解の促進：受入部署の決定と当該部署への社内研修の実

施、他企業の見学、ケースを用いたグループディスカッションの実

施を行います。 

⑥母集団形成：会社の方針と創出した業務内容から、勤務条件、人

材要件を決定し、採用チャネルの選定を行います。 

⑦採用活動：応募状況を踏まえた条件の見直しの他、職場見学や実

習の受入れのための助言や、採用選考時に重視する評価項目の選定

と選考実施のフォローを行います。 

⑧採用後の支援体制の構築：支援機関との連携、業務遂行に必要な

指示命令・報連相の担当者の決定、職場内での連絡・相談体制の役

割決定に向けた支援を行います。 

⑨採用後の定着支援：採用した障害者の特性等に応じた業務マニュ

アルの作成や指示方法の決定、合理的配慮の提供に向けた本人との

調整、人事・部署の管理者等による定期的な面談の実施に向けて、

必要に応じ、ジョブコーチを活用しながら支援を行います。 

 上記の他、障害のある社員が活躍できるよう、体調管理の方法、

スキルアップなどの助言を必要に応じて行います。 
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(2)障害者雇用相談

援助事業以外に有

料で実施する支援

（実施する内容が

ある場合は、その

金額を含め記載

（※２） 

利用企業のご希望により、障害者雇用相談援助事業以外に、以下

のサービスを実施します。 

○人材紹介 

 完全成功報酬型で、紹介した障害者が採用された場合に想定年

収の35%を費用とします。 

○組織コンサルティング： 

 人事・給与・評価等の制度設計に向けた支援を行います。料金

は利用企業の方と相談して決定しますが、120万円から300万円

で行います。 

○障害のある社員のためのキャリアアップ等の研修 

 障害者ご自身の得意なことや障害特性を周囲の方に理解しても

らい、力を発揮するために何に取り組んでいけばいいのか、入社

後のキャリア形成に向けた研修等を行います。利用企業にて会場

をご用意いただく場合は、１回あたり20万円で実施します。 

○テレワーク導入支援 

 障害のある従業員等の働きやすい環境を整備するために、テレ

ワーク制度の導入に向けて、就業規則の変更、テレワーク用通信

機器・障害特性に応じたツールの導入のためのコンサルティン

グ、労務管理担当者に対する研修等の実施を行います。料金は、

利用企業の方と相談して決定しますが、50万円から300万円で実

施します。 

  

 

 

２．事業実施地域（原則、都道府県名を記載すること。なお、都道府県内で地域を限定して

行う場合は都道府県名とあわせて、実施する市町村等を記載すること） 

事業実施都道府県名 市区町村等名 支援方法（例：原則訪問により実

施、訪問とオンラインを組み合わ

せて実施等） 

東京都  初回相談は訪問、それ以降は利用

企業と相談の上、オンラインまた

は訪問で実施 

神奈川県 横浜市、川崎市 初回相談は訪問、それ以降は利用

企業と相談の上、オンラインまた

は訪問で実施 

 

＜留意事項＞ 

※１ 障害者の雇入れ及びその雇用の継続を図るための一連の雇用管理として以下の内容を盛

り込む形で記載してください。 

 ① 経営陣の理解促進 

経営や人材活用の方針の決定権等をもつ社長など経営陣に対して、障害者雇用促進法の

趣旨やノーマライゼーションの観点から企業に求められている責任、障害者雇用を通じた

経営改善について理解促進を図ること。 
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② 障害者雇用推進体制の構築 

障害者雇用の担当者の明確化を図るとともに、属人化・形骸化しないよう、組織として

障害者雇用を推進していくための実効性のある体制の構築を図ること。 

③ 企業内での障害者雇用の理解促進 

経営陣や人事部門の考える障害者雇用の方針、障害者雇用のメリット、働く上で必要な

合理的配慮について、障害者を配属する現場の社員の理解促進を図ること。 

④ 当該企業内における職務の創出・選定 

業務の選定やそれに伴い必要となる業務プロセス・組織体制の見直し、受入れ部署の検

討等に当たり、企業全体を把握して分析するとともに、過去の事例等や他社の取組例を活

かして、当該企業の本来業務又は本来業務につながる業務において、障害者が活躍できる

よう、当該企業内における職務の創出・選定を行うこと。 

⑤ 採用・雇用方針の決定 

④の職務の創出・選定の結果を踏まえ、求めるスキルや経験、人物像の整理等採用・雇

用方針を決定すること。 

⑥ 求人の申込みに向けた準備など募集や採用活動の準備 

労働条件の設定、募集媒体の選定、応募状況に応じた条件の見直し、書類選考や採用面

接におけるチェックポイントの作成など、募集や採用活動の準備を行うこと。 

⑦ 企業内の支援体制等の環境整備 

労働者の障害の特性に配慮した施設・設備の整備や援助する者の配置など、必要な支援

体制等の整備について検討し導入すること。 

⑧ 採用後の雇用管理や職場定着等 

採用後における、業務・作業環境・職場の人間関係等職場適応上の課題が生じた際の課

題の把握や予防、解決するための仕組みや体制づくりを行うこと。また、中長期的な活躍

も視野に、職場適応状況や本人の希望を踏まえ、業務範囲や勤務時間の拡大等のキャリア

アップの仕組みづくりを行うこと。 

 

※２ 有料で実施する内容がある場合、(1)の事業として実施する内容との範囲の違いを明確

化し記載してください。また、その金額が社会的にみて妥当かつ適切なものとなるように

してください。 
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（様式第２号）  

                                             

                                         申請年月日 令和●年 ●月 ●日 

 

●●労働局長 殿 

 

                                                 事業者名  株式会社◎◎◎◎ 

 

実施体制の届出書 

 

 障害者雇用相談援助事業者認定申請書の規定により、障害者雇用相談援助事業の実

施体制について、下記のとおり届け出します。 

 

記 

【履行体制図に記載すべき事項】 

・事業を行う事業所名及び住所 

・法人の人員体制（事業運営責任者及び事業実施者は氏名を含む。） 

・共同実施又は委託を行う場合の業務の分担関係を示すもの 

※ 共同実施又は委託を行う場合は、その範囲及び必要性とともに、共同実施又は委

託を行う相手方の名称、当該相手方の共同実施又は委託を受ける業務に係る履行能

力、等について、記載を求めること（共同実施又は委託先が複数ある場合には、全

て記載するとともに、共同実施又は委託する範囲を明確化すること。）。 

 

【履行体制図の記載】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業所名 住所 

Ａ事業所 東京都○○区・・・ 

  

  

 

【法人の人員体制の記載】 

 人数 氏名 

事業運営責任者 １人 ●● ●● 

事業実施者 １人 ▲▲ ▲▲ 

本社 A 事業所 
・事業運営責任者 

  ・事業実施者 

委託先Ｂ 
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その他事業に関わる者   

 

【共同実施又は委託を行う場合の記載】 

共同実施又は委託の範囲 社内の理解促進のための他企業の見学会の実施 

 必要性 利用企業の課題等に応じて適切な見学先を確保

するため。 

共同実施先又は委託先の名称 社会福祉法人●●● 

 相手方の業務履行能力 障害者への就労支援や障害者の在宅就業の支援

を実施しており、障害者雇用の先進的な取組企業

とのつながりもあり、企業の業種や課題に応じた

見学の受入れ企業の選定が可能である。 

共同実施又は委託の範囲 

（相手方が複数ある場合のみ記載） 

 

 
 



様式第３号(表面)

1 施行規則第24条の２第２項第１号による法人種別

2

3

① 人 人

② 人 人

③ 人 人

④ 人 人

4

5

①

②

※各欄の記入方法は、３枚目を参照ください。

提出日： 　令和６年　○月　○日

補正日： 　　　　年　　月　　日

○○ 労働局長　殿

※管轄労働局確認欄

受理日：　　　　　年　　月　　日 補正受理日：　　　　　年　　月　　日

申請担当者氏名 ○○　○○

電話番号 ○○○－○○○－○○○○

メールアドレス ○○＠xxxx.jp

個人情報を適正に管理し、及び事業主、障害者の秘密を守るために必要な措置を講じます。（あわせて様式第４号を提出してくださ
い。）

✔

事業主
氏名又は名称

株式会社◎◎◎◎

法人番号 123456789012

⑨ 役員のうちに①から⑧までのいずれかに該当する者がある者
該当 非該当

施行規則第24条の２第２項第５号及び第６号に掲げることを誓約する場合は、それぞれにチェックをしてください。

障害者雇用相談援助事業の実施状況等について、都道府県労働局長又は機構が行う調査に協力することとしていることその他都道府
県労働局長又は機構からの障害者雇用相談援助事業の適正な実施に関する要請に応じます。

✔

⑦ 破産者で復権を得ない者
該当 非該当

⑧ 会社更生法（平成14年法律第154号）第17条の規定に基づく更生手続開始の申立てが行われている者又は民事再生法
（平成11年法律第225号）第21条第１項の規定に基づく再生手続開始の申立てが行われている者 該当 非該当

⑤ 偽りその他不正の行為により雇用に係る国の助成金、補助金又は給付金（以下「雇用関係助成金等」という。）の支給
を受け、又は受けようとしたこと等により、当該雇用関係助成金等の支給要件を満たさなくなった者 該当 非該当

⑥ 障害者雇用促進法又は障害者雇用促進法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実があると認められる者
該当 非該当

③ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第６号に規定する暴力団員若しくは暴
力団員でなくなった日から５年を経過しない者（以下「暴力団員等」という。）、暴力団員等がその事業活動を支配す
る者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者 該当 非該当

④ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第２条第１項に規定する風俗営業又は同
条第５項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行う者 該当 非該当

施行規則第24条の２第２項第３号に掲げる者への該当の状況は以下のとおりです。

① 施行規則第24条の２第７項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から起算して５年を経過しない者（施行規
則第24条の２第２項第２号の要件（法定雇用障害者数以上の対象障害者を雇用していること）に該当しなくなったこと
又は同条第７項第６号（障害者雇用相談援助事業を廃止したとき）により認定の取消しを受けた者は除く。） 該当 非該当

② 障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和35年法律第123号。以下「障害者雇用促進法」という。）その他労働関係法
令の規定により、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して５
年を経過しない者 該当 非該当

法定雇用障害者数 6

対象障害者である労働者の数 7

常時雇用する労働者の数 259

法定雇用障害者数の算定基礎となる労働者の数 251

直近３年間の職場適応援助者助成金を活用した援助の実績が、20件以上

施行規則第24条の２第２項第１号及び第４号に関する状況については、裏面のとおりです。

施行規則第24条の２第２項第２号に定める対象障害者の雇用の状況については以下のとおりです。

申請事業者 特例子会社等

障害者雇用相談援助事業者　認定基準等確認書

　以下のとおり、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則（昭和51年労働省令第38号。以下「施行規則」という。）第24条の２第２項
に定める基準に適合すること等を申告します。

対象障害者の一連の雇用管理に関する援助の業務についての実績を有する法人

※　「対象障害者の一連の雇用管理に関する援助の業務についての実績を有する法人」に該当する場合で、訪問型職場適応援助者が所属
する社会福祉法人等である場合はチェックをお願いします。あわせて、同社会福祉法人等であって、助成金の受給実績が下記に該当する
場合もチェックをお願いします。

訪問型職場適応援助者が所属する社会福祉法人等

記載例



様式第３号(裏面)

①氏名

② 経験年数 年 年 4 月 年 11 月

③

✔ 身体障害 ✔ 身体障害

✔ 知的障害 ✔ 知的障害

✔ 精神障害 ✔ 精神障害

①

②

③
社

④

⑤

⑥ 求人の申込みに向
けた準備など募集
や採用活動の準備

創業当初から職業紹介事業の許可を
受けて、障害のある方の転職支援
サービスを提供。障害者の採用経験
の少ない企業には、障害者採用のプ
ランニングから母集団形成（※）、
採用準備、受入れ準備までのワンス

本法人における障害者雇用のコンサ
ルティング及び人材紹介サービスの
責任者として、左記の業務に従事。

本法人における障害者雇用のコンサ
ルティング及び人材紹介サービスの
実施者として、左記の業務に従事。

障
害
者
の
一
連
の
雇
用
管
理
の
援
助
に
関
す
る
業
務
又
は
実
務
の
具
体
的
な
経
験

経営陣の理解促進 これまで延べ150社以上の企業に対し
て、障害者雇用のコンサルティング
を実施し、その中で、障害者雇用に
ついて企業に求められる責任等につ
いて、経営陣に理解を求めてきた。
また、障害者雇用に課題を抱える企
業の中には、「なぜ雇用するのか」
が定まっていないことが多いことか
ら、まずは企業理念や社会への提供
価値を踏まえ、雇用方針を見直し
て、法定雇用率の遵守に留まらず、
企業の経営戦略に即した形で障害者
雇用の位置づけるよう経営者層に対
して提案を実施してきた実績あり。

本法人における障害者雇用のコンサ
ルティング及び人材紹介サービスの
責任者として、左記の業務に従事。

本法人における障害者雇用のコンサ
ルティング及び人材紹介サービスの
実施者として、左記の業務に従事。

障害者雇用推進体
制の構築

これまで延べ150社以上の企業に対し
て、障害者雇用のコンサルティング
を実施しており、その中で、推進体
制づくりに向けて、ヒアリングによ
る課題抽出、課題の分析から各部署
の役割をタスクレベルで整理する支
援を実施した経験あり。

当該事業所内にお
ける職務の創出・
選定

これまで延べ150社以上に対して、各
部署へのヒアリングや業務アンケー
トを行う等により企業を把握分析し
た上で、業務設計・職域開拓の支援
を実施した実績あり。
令和２年度においては、県からの委
託事業で、障害者雇用のコンサル
ティングを実施し、職域開拓、障害
者の新規雇用、定着のための支援計
画を策定し、約１年にわたる支援を
６社に実施。

・本法人における障害者雇用のコン
サルティング及び人材紹介サービス
の責任者として、左記の業務に従
事。
・左記の県委託事業の責任者を務め
る。

・本法人における障害者雇用のコン
サルティング及び人材紹介サービス
の実施者として、左記の業務に従
事。
・左記県委託事業について２社への
支援を担当。
・前職で訪問型ジョブコーチを実施
する法人にて、約11年間、企業への
支援を実施。

採用・雇用計画の
策定

創業当初から職業紹介事業の許可を
受けて、障害のある方の転職支援
サービスを提供。障害者の採用経験
の少ない企業には、障害者採用のプ
ランニングから母集団形成（※）、
採用準備、受入れ準備までのワンス
トップの支援を実施。
（※）会社の方針と創出した業務内
容から、勤務条件、人材要件を決定
し、採用チャネルの選定

・本法人における障害者雇用のコン
サルティング及び人材紹介サービス
の責任者として、左記の業務に従
事。

本法人における障害者雇用のコンサ
ルティング及び人材紹介サービスの
実施者として、左記の業務に従事。

本法人における障害者雇用のコンサ
ルティング及び人材紹介サービスの
責任者として、左記の業務に従事。

本法人における障害者雇用のコンサ
ルティング及び人材紹介サービスの
実施者として、左記の業務に従事。

社内での障害者雇
用の理解促進

各種企業への研修サービスを実施し
ており、これまで①障害者の採用に
関わる研修、②障害のある社員の定
着に関する研修等を述べ80社以上に
実施した実績あり。

・本法人における障害者雇用のコン
サルティング及び人材紹介サービス
の責任者として、左記の業務に従
事。
・左記の研修を延べ20社に実施。

・本法人における障害者雇用のコン
サルティング及び人材紹介サービス
の実施者として、左記の業務に従
事。
・左記研修について述べ15社に実施
した実績あり。

具体的な一連の雇用管理に関する援助の業務または実務の経験

法人としての経験 事業運営責任者の経験 事業実施者の経験

経
験
年
数
等

●●　●● ▲▲　▲▲

10 11 19

障害種別の経験

記載例



⑦

⑧

【過去３年間における実績】
　●援助の件数
　　障害者雇用に課題を抱える企業　58社にコンサルティングを実施（令和２年度12社、３年度25社、４年度21社）

　●支援業種
　　学校法人、製造業、小売業、金融業等の幅広い業種の企業に対して支援を実施しました。

　●具体的な支援内容
　法定雇用率の達成のためだけではなく、SDGsや労働力の確保など「なぜ障害者を雇用するのか」について、各社の経営戦略に
即した形での障害者雇用の方針の意思決定を支援しました。さらに、障害者雇用を進めたいが、どこから手を付けたらいいか見
当がつかない段階の企業も含めて、「何から始めるのか」「どこに向けて進んでいくのか」を確認しながら、企業の障害者雇用
の経験や抱える課題の特定と共有を行い 通じて、それを踏まえた職務の創出、採用計画の作成、定着支援までに至る一連の雇用
管理に関する支援の他、企業に対する障害者雇用の研修を実施する等、各社に合わせた質の高い支援を提供しました。

採用後の雇用管理
や職場定着等

当社の人材紹介サービスを利用して
障害者を採用した企業を対象とし
て、障害者の採用後のギャップによ
る様々な課題解決のために、企業の
課題に応じて、①障害のある社員と
管理者の方双方への面談実施、②管
理者の方向けアドバイスを実施する
とともに、③これらを通じて把握し
た状況を踏まえて職場定着に向けた
ナチュラルサポートへの移行を支
援。

本法人における障害者雇用のコンサ
ルティング及び人材紹介サービスの
責任者として、左記の業務に従事。

・本法人における障害者雇用のコン
サルティング及び人材紹介サービス
の実施者として、左記の業務に従
事。
・前職で訪問型ジョブコーチとし
て、約11年間、企業での障害のある
従業員の職場適応のための支援を実
施。

※事業運営責任者または事業実施者を複数名登録する場合は、２名以降の経験については別紙へ記載してください。

※（表面）1で、「対象障害者の一連の雇用管理に関する援助の業務についての実績を有する法人」を選択した場合は、下記の
各項目について記載してください。

採用準備、受入れ準備までのワンス
トップの支援を実施。
（※）会社の方針と創出した業務内
容から、勤務条件、人材要件を決定
し、採用チャネルの選定

社内の支援体制等
の環境整備

業務遂行時の指示命令方法や相談を
受ける担当者の選定、合理的配慮の
提供や雇用管理上の課題の抽出と解
決方法へのアドバイス等を実施。

本法人における障害者雇用のコンサ
ルティング及び人材紹介サービスの
責任者として、左記の業務に従事。

・本法人における障害者雇用のコン
サルティング及び人材紹介サービス
の実施者として、左記の業務に従
事。
・前職で訪問型ジョブコーチとし
て、約11年間、事業主や職場の従業
員に対して、障害者の雇い入れにあ
たっての職場環境の整備や、必要な
支援の方法等を伝えるなど、支援体
制の整備の支援を実施。



（記載例） 

事業運営責任者の職務経歴について 

 

令和５年 12 月６日 

株式会社◎◎◎◎ 

 

事業運営責任者●● ●●の職務経歴について、下記のとおり申告する。 

 

記 

 

１．平成８年４月 ～ 平成 18 年２月 株式会社 ○○○ 

【職務内容】 

人材紹介会社において、人事・広報などに２年間、従事した後、営業部門

に異動。主に人材採用事業を担当。 

 

２．平成 18 年３月 ～ 平成 24 年１月 株式会社 △△△ 

 【職務内容】 

株式会社 ○○の特例子会社である△△△に出向し、責任者を務める。 

主に知的障害者と身体障害者の雇用管理と、障害者の採用業務、親会社へ

の障害者の雇入れや雇用管理等の支援等に従事。 

 

３．平成 24 年８月 ～ （現在） 株式会社 ◎◎◎◎ 

  【職務内容】 

障害者雇用のコンサルティング及び障害者の転職支援サービスの事業責任

者を務めた。入社後の 11 年間で、延べ 150 社以上へのコンサルティングを指

導・監督を実施し（Ａ社、Ｂ社、Ｃ社、Ｄ社他）、身体障害者、知的障害者、

精神障害者に係る一連の雇用管理の相談援助の業務に従事。また、延べ 80 社

以上に対して実施した障害者雇用に関する研修について指導・監督を行った。

令和２年には、県が実施する障害者雇用のコンサルティングに関する事業を

受託し、１年間に渡って実施した６社に対する支援について指導・監督を行

った。 

 

（参考） 

・ 令和４年度に21社に障害者雇用のコンサルティングを実施（Ａ社、Ｂ社、

Ｄ社他）。 

・ 企業に対する障害者雇用の研修について、延べ 20 社に実施。 

・ 特例子会社の設立支援の経験あり（これまでにＣ社をはじめとする５業種



（記載例） 

８社の設立を支援）。 

・ 障害者社員の集合配属部門の立ち上げ支援の経験あり（これまでにＤ社を

はじめとする４業種６社の立ち上げを支援）。 

 

以上 

 



（記載例） 

事業実施者の職務経歴について 

 

令和５年 12 月６日 

株式会社◎◎◎◎ 

 

事業実施者▲▲ ▲▲の職務経歴について、下記のとおり申告する。 

 

記 

 

１．平成 13 年４月 ～ 平成 16 年１月 社会福祉法人 △△△ 

 【職務内容】 

  就労移行支援・就労継続支援 B 型事業所にて、職業指導員として障害者へ

の作業指導や就職支援に関する業務に従事 

 

２．平成 16 年１月 ～ 平成 27 年２月 社会福祉法人○○○ 

 【職務内容】 

  １号訪問型ジョブコーチとして、障害者の就労支援に従事 

 

３．平成 27 年２月 ～ （現在） 株式会社 ◎◎◎◎ 

 【職務内容】 

  障害者雇用促進のHR統括部において、障害者雇用のコンサルティング、企

業向け研修・セミナーを担当。入社後の８年間で、延べ40社以上へのコンサ

ルティングを実施し（Ｃ社、Ｅ社、Ｆ社他）、身体障害者、知的障害者、精

神障害者に係る一連の雇用管理の相談援助の業務に従事。また、延べ15社に

対して障害者雇用に関する研修を主担当として実施した（Ｇ社、Ｈ社他）。

令和２年には、県が実施する障害者雇用のコンサルティングに関する事業を

受託し、１年間に渡って実施した２社に対する支援について担当した。 

 

（参考） 

・ 令和４年度に障害者雇用のコンサルティングを３社（Ｃ社、Ｅ社、Ｆ社）

に実施。 

・ 社会福祉法人での勤務時に、知的障害者及び精神障害者への支援実績あり。 

・ 障害者の配置部署の決定や集合配置部門の立ち上げなどの体制構築に係る

コンサルティング経験あり（Ｆ社をはじめとする８業種 20 社）。 

 
以上 


